
病 院 の ご あ ん な い 
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 
１ 入院基本料、特定入院料について 
  一般病床（９１床）は、急性期一般入院料２の届出を行っています。 

療養病床（５４床）は、回復期リハビリテーション病棟入院料１の届出を行っています。 
２ 入院時の食事について 

入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時（夕食については
午後 6時以降）、適温で提供しています。 

３ 負担の軽減及び処遇の改善について 
  当院は、病院勤務医・看護職員の負担軽減及び処遇改善に関する取り組みとして、厚生労働省の方針に基

づき地域の急性期医療を担う病院において、医師の事務作業を補助する職員の配置及び全病棟における看
護補助者の配置による医師・看護職員等の医療関係職種の役割分担を推進し、業務に専念できる体制を整
えています。 

４ 関東信越厚生局への届出事項について 
  当病院は、上記のほか次の事項を関東信越厚生局に届出しています。 
（1）基本診療料に係る事項 

 ・ 電子的診療情報連携体制整備加算３（初診料）並びに電子的診療情報連携体制整備加算（再診料） 
医療 DX 関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用を基本としつつ、更なる関連
サービスの活用による質の高い医療の提供に対応する体制を確保しています。 

 ・ 救急医療管理加算  
    休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っています。 
 ・ 超急性期脳卒中加算 
    脳梗塞発症後 4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与可能な体制にあります。 
 ・ 診療録管理体制加算 1   

専従の診療録管理者を配置し、診療情報の提供をします。 
  ・ 医師事務作業補助体制加算１（40対 1） 

    勤務医の負担軽減を目的に、診断書作成補助等の事務作業を行う事務職員を配置しています。 
 ・ 急性期看護補助体制加算（25対 1） 
   夜間５０対 1看護補助体制加算  
   夜間看護体制加算  
   看護補助体制充実加算 1 

     一般病棟に看護職員業務を補助する職員として入院患者 25 人に対して 1 人以上、夜間帯に入院患
者５０人に対して 1人以上、3年以上の看護補助者経験を有する看護補助者を 5割以上配置してい
ます。 

 ・ 看護職員夜間配置加算（16対 1） 
     一般病棟の夜間帯に看護職員を入院患者 16人に対して 1人以上、各病棟に常時 3人以上配置して

います。 
 ・ 電子的診療情報連携体制整備加算１（入院初日） 

医療 DX 関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用を基本としつつ、更なる関連
サービスの活用による質の高い医療の提供に対応する体制を確保しています。 

 ・ 療養環境加算（一般病棟）  
    一般病棟は、1床あたりの平均床面積が８㎡以上ある病室です。 
 ・ 重症者等療養環境特別加算  
    病状が重篤な患者について、常時監視するなど、特別な療養を行った場合に算定します。 
 ・ 口腔管理連携加算  

     入院患者が有する口腔状態の課題への質の高い対応を推進する観点から、歯科医療機関とあらかじ
め連携体制を構築し、口腔状態の課題を有する入院患者が歯科診療を受けられるよう連携を行って
います。 

 ・ 医療安全管理加算 2 及び 医療安全対策地域連携加算 2 
     専任の医療安全管理者（リスクマネージャー）を中心に医療安全対策に取り組んでいます。また、

定期的に他の医療機関と合同で医療安全対策に関する取り組みを話し合う機会を設けています。 
 ・ 感染対策向上加算３ 及び 連携強化加算 及び サーベイランス強化加算 
    専任の職員を中心に院内感染防止対策に取り組んでいます。また、定期的に他の医療機関と連携し

て感染防止対策に関する取り組みを話し合う機会を設けています。また、サーベイランス事業に参
加しています 

 ・ データ提出加算２・4  
    厚生労働省が実施する「DPC調査」に準拠したデータを正確に作成及び継続して提出しています。 

  ・ 入退院支援加算２ 
     院内に設置した退院調整・支援部門の担当者が、入院後 7 日以内に退院困難な要因を有する患者を

抽出し、退院支援計画の作成と必要な支援を行っています。 
  ・ 認知症ケア加算 
     認知症又は認知症の症状を有し日常生活を送る上で介助が必要な患者に対して、必要な認知症ケア

を提供しています。 
  ・ せん妄ハイリスク患者ケア加算 
     入院早期にせん妄のリスク因子をスクリーニングし、ハイリスク患者に対して非薬物療法を中心と

したせん妄対策をしています。 
・ 地域医療体制確保加算   

地域の救急医療体制において一定の実績を有し、適切な労務管理を実施しています。 
 



・ 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準  
     持続可能な医療提供体制を維持していくため、医療分野で働く人材の確保・持続的な賃上げに向け

た取組を行っています 
（2）特掲診療料に係る事項 

 ・ 二次性骨折予防継続管理料 2 
二次性骨折予防継続管理料 3 

    骨粗鬆症を有する大腿部近位部骨折患者に対し、継続的に骨粗鬆症の評価及び治療を行っています。 
・ 救急外来医学管理料２及び同注３に規定する救急外来緊急検査対応加算２ 

     救急医療機関における、夜間休日を含めた医師・看護師等の配置、検査・処方等が可能な体制の構
築、地域の救急医療に関する取組等、救急診療の実施にあたり十分な人員配置及び設備等を備え、
救急外来医療を 24時間提供できる体制を有しています。 

・ 薬剤管理指導料 
    3名以上の薬剤師が常勤しており、医薬品情報の収集や伝達を行い、患者毎に薬学管理を行います。 
・ 救急患者連携搬送料 

     第三次救急医療機関等が高度で専門的な知識や技術を要する患者に十分対応できるように連携して
います。 

 ・ 検体検査管理加算（Ⅰ） 外来患者  
検体検査管理加算（Ⅳ） 入院患者  

   臨床検査の精度管理を行い、緊急検査が常時実施できる体制にあります。 
 ・ ＭＲＩ撮影（1.5テスラ、3テスラ）   
   ＣＴ撮影（320列マルチスライス型）  

     ＭＲＩ撮影は１．５テスラ、３テスラの器機、ＣＴ撮影は 320列マルチスライス器機を使用してい
ます。 

 ・ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）  
    10名以上の専従の療法士が常勤しており、４４９．２３㎡の専用訓練施設を有し、実用歩行訓練や

日常活動訓練及び言語機能訓練を行っています。 
  ・  廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ）   
        10名以上の専従の療法士が常勤しており、４４９．２３㎡の専用訓練施設を有し、実用歩行訓練や

日常活動訓練及び言語機能訓練を行っています。 
 ・ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ）  
    4 名以上の専従の療法士が常勤しており、３９７．９４㎡の専用訓練施設を有し、実用歩行訓練や

日常活動訓練を行っています。 
 ・ 集団コミュニケーション療法料 
    1 名以上の専従の療法士が常勤しており、５１．２９㎡の専用訓練施設を有し、言語機能訓練を行

っています。 
・ 硬膜外自家骨注入 
   脳脊髄液漏出症として確定診断されたものに対して治療を行なっています。 
・ 後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの） 
   専門の脳神経外科医により、手術を受ける全ての患者に対して、手術の内容、合併症及び予後等に

ついて文書を用いて詳しく説明します。 
・ 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 

    専門の脳神経外科医により、薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない
慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的に手術を実施しています。 

 ・ 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静（声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの）１ 
     麻酔科標榜医により、質の高い麻酔を提供しています。 

 ・ 麻酔管理料（1） 
     麻酔科標榜医により、質の高い麻酔を提供しています。 

・ 放射線治療専任加算 
   放射線治療医、診療放射線技師が常勤しており担当しています。 
・ 体外照射の画像誘導放射線治療加算（IGRT） 
   放射線治療医、診療放射線技師、機器の精度管理等の担当者が常勤しており担当しています。 
・ 体外照射呼吸性移動対策加算 
   呼吸性移動による照射範囲の拡大を低減する対策を行なっています。 
・ 直線加速器による放射線治療（定位放射線治療） 
   放射線治療医、診療放射線技師、機器の精度管理等の担当者が常勤しており担当しています。 
・ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 
   呼吸性移動による照射範囲の拡大を低減する対策を行なっています。 
・ 看護職員処遇改善評価料 

     地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の処遇改善に向けた取組 
・ 外来在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び注 5 

     持続可能な医療提供体制を維持していくため、医療分野で働く人材の確保・賃上げに向けた取組 
・ 入院ベースアップ評価料 

     持続可能な医療提供体制を維持していくため、医療分野で働く人材の確保・賃上げに向けた取組 
・ 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準  

     持続可能な医療提供体制を維持していくため、医療分野で働く人材の確保・持続的な賃上げに向け
た取組を行っています 

・ 頭蓋内腫瘤摘出術及び水頭症手術等（医科点数表第 2章第 10部手術の通則 5及び 6） 
    手術を受ける全ての患者に対して、手術の内容、合併症及び予後等について文書を用いて詳しく説

明します。また、前年の手術件数を院内に掲示します。 
    2026年 6月 1日 



［当院の入院室料差額病室一覧］ 
 

ア 個室   1日につき    ３，３００円（消費税込） 
 
（対象となる病室） 
   

103号室、105号室、106号室、107号室、 
 

 
イ 個室   1日につき    ４，４００円（消費税込） 

 
（対象となる病室） 
 
  1003号室、1005号室、1006号室、1007号室、 
 

1008号室、1010号室、1011号室、1012号室、 
 
1015号室、1016号室、1017号室、1018号室、 
 
1023号室、1026号室、1027号室、1028号室、 
 
1030号室、1031号室、 
 
2003号室、2005号室、2006号室、2007号室、 

 
2008号室、2010号室、2011号室、2012号室、 
 
2015号室、2016号室、2017号室、2026号室、 
 
2027号室、2028号室、2030号室、2031号室、 
 
2１5号室、203号室、205号室、 
 
3003号室、3005号室、3006号室、3007号室、 

 
3008号室、3010号室、3011号室、3012号室 

 
 

ウ 特別個室Ａ  1 日につき   ８，８００円（消費税込） 
 
（対象となる病室） 
 

1002号室、2002号室、3002号室 
2025年 8月 1日 


